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開会 

  午後４時１分 

開議 

 

藤田昌隆委員長 

ただいまから建設経済常任委員会を開会します。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  審査日程の決定 

 

藤田昌隆委員長 

本日の議題ですが、お知らせいたしていましたとおり、地域活性化対策の検討についてと、

あと１点、国道３号の拡幅事業についてを議題としたいと思います。 

その前に執行部より、専決処分事項の報告について申し入れがありましたので、この件を

まず初めに議題としたいと思います。よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  建設課 

 

   専決処分事項の報告について 

 

藤田昌隆委員長 

はい、それでは専決処分事項の報告について執行部の説明を求めます。 

内田又二建設課長 

専決処分事項の報告ということで、資料の１ページになりますが、市道の管理瑕疵に基づ

く損害賠償を専決処分いたしましたので御報告いたします。 

事件の概要についてはそこに書いておりますように、平成 27 年３月 23 日午前８時ごろ、

市道牟田１号線から駐車場に自家用車を乗り入れるため、同市道の側溝を乗り越える際に、

道路側溝のふたが外れ、自家用車の右側部及び後部を損傷したものでございます。 
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下のほうに写真をつけておりますが、側溝のグレーチングが、通行する際、はね上がって、

右側の側面後部を損傷したものでございます。 

賠償額につきましては、11 万 2,255 円ということで、過失割合 10 割ということでござい

ます。専決処分日が４月 14 日でございます。 

以上でございます。 

藤田昌隆委員長 

それでは執行部の説明が終わりましたので、これより質疑を始めます。 

中川原豊志委員 

こういうふうな、多分、駐車場は民地のほうだと思うんですけども、民地と市道の間の側

溝のこういった感じの場所って、市内的にどんくらいあるか大体把握はされとっですか。 

内田又二建設課長 

具体的な数字は把握しておりませんが、かなりあるとは考えられます。 

中川原豊志委員 

よく道路の陥没のところの道路パトロールもされてるんですけども、こういったところも

きちんとパトロールのときに、管理するような指示というのもきちんとされてるとは思うん

ですが、その辺はどんなふうですかね。 

内田又二建設課長 

こういった場合、なかなか目視では気づかないところもあるかと思います。極力注意した

いとは思いますが、やはり皆さんからの情報提供に頼るところが大きいかと思います。 

以上です。 

中川原豊志委員 

実際のところ、情報提供して、側溝ぶたの外れとっよ、グレーチングの外れとっよっちゅ

うてから、それから行きよったってもう間に合わんとこもあるかもしれんばってんが、民地

の人の要するに駐車場の管理者、もしくは民地のほうの家の人とかね、そういった方たちに

やっぱり協力を願えば、するようなことばしていかんならば、絶対無理と思うんですよね。 

実際うちの近所もあるとですよ。僕も散歩するときに、ああグレーチングの外れとっけん、

こぎゃんななめ向いとっけんが、車の通っだけで、どうかしたらもうパンクするかなて思う

ぐらいのところもあるけんが、そんときは自分でこう直してやりよっですもんね。 

ただ、グレーチングが少し曲がっとっような感じやけんが、もう車の乗るたびにカタンカ

タン、カタンカタン言うて、外れたり落っちゃげたりするんで、例えば、グレーチングのこ

れもうガタンガタン、曲がってから、ガタンガタン、ガタンガタン言いよっぱいで、またこ

ういうような危険性があるばいというふうなときには、グレーチングまでかえることが市の
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予算的にできるものか。なら、そういうのがあれば、また、地権者のほうとかね、管理者の

方に協力お願いもまた違った意味でしやすくなるのかなと思うばってんが。そういうグレー

チングの取りかえとかそういうことまでできるものなのか、ちょっと確認だけさせてくださ

い。 

内田又二建設課長 

おっしゃるように、そういった駐車場の所有者とか、近所の方、情報提供を呼びかけては

いきたいと思います。そういう不良箇所があれば、当然取りかえなり、修繕なりして安全の

ためにしていく必要があると考えております。 

藤田昌隆委員長 

はい。ほかには。 

内川隆則委員 

今、執行部の話、初めて聞くような話ですけどね、私が聞く限り、相談する限り、今まで

こういった駐車場をつくられたりして、つくられた人たちの出入りについては、その人が、

出入り口の責任は、ふたは責任を持ってやってくださいというのが基本ですと。そうは言っ

ても、いろいろあろうからそれはうちで今回は、今回はいたしましょうっていうふうなとこ

ろもありました。 

しかし、基本的には、出入りをするところが責任ですよというふうに言われてきたんです

が、今の答弁ではちょっとおかしいような感じがしますが。 

牛嶋英彦建設課管理係長 

内川議員の御質問にお答えします。 

市道からの民地への乗り入れの乗り入れ口に関しましてでございますが、乗り入れ口に関

してについては、議員御指摘のとおり民地側で作成、乗り入れ口をつくるということになっ

ておりまして、その後その乗り入れ口がつくられた後の管理については、道路側溝の場合は、

道路管理者のほうで行っていくということで、この乗り入れ口の設置の工事は、一応基本的

には先ほど議員申し上げられたとおり、乗り入れ口をつくりたい民地側の方がつくるところ

までは行うんですが、そこの後の管理について、側溝については、市の道路管理者のほうで

行っておりますので、今回の事故に関しましては、市が管理する道路側溝のふたがとれたと

いうことで、今回対応しているものでございます。 

内川隆則委員 

だからその辺がおかしいわけやろうが、ね。つくるのは出入りする人たちの住民でやって

ください、管理はうちがします。そういうふうなことになるから、こういうふうな簡単なグ

レーチングに終わってしまい、事故になるというふうなことにもなりかねんわけですよね。 
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だから、もし市がやりますと、出入り口については、こうかわったならば、それなりの対

応を市がいたしましょうっていうふうになれば、きちんとした４面側溝のコンクリートにす

るか、コンクリートぶたをきちんとつくっていくかというふうなことにすれば、こういう事

故は起きらんわけですよね。 

だから、今言う話は非常におかしい話でしょ。つくるのは住民のほうで責任持ってくださ

いと。それで、管理はうちがいたしますなんていうのは、非常におかしい状況になってくる

から、管理が行き届かんというふうなことになるわけでしょうから。 

その辺は、もうどっちかどういうふうにしかせんと、おかしい話になると思うんですよ。

つくった人がそれは責任持たにゃんっちゅうのは、普通考える常識でしょ。どうでしょうか、

これから先。 

牛嶋英彦建設課管理係長 

この乗り入れ口に関しましては、道路法の第 24 条というところで規定される工事を行って

いただくということになっておりますので、その工事の内容についても、その乗り入れ口工

事の申請があったときに、市のほうで審査をして、市の基準に基づいて工事をしていただく

という制度になっておりますので、設置の際、そこら辺のチェックを、市としても厳格に行

いながら、こういうことが起きないように、今後努めてまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

内川隆則委員 

たったこのくらいのことで、いろいろ時間ばとると非常に申しわけないと思うけども、今

言う話は矛盾しとるわけよ。 

であるならばね、きちんとさ、管理監督するならばいいわけであって、こういうことしな

かったから、市の責任だというふうになるならば、規定に基づいたふたがされていないとい

うならば、個人の責任になるわけでしょ。ね。きちんと規定に基づいたふたがはめられてい

ないならば、個人の責任になるわけでしょ。何で市が 11 万円払わないかんかいち。こうなる

わけ。 

だからその辺をね、明確にせんけんこういうふうなことになってしまうわけよね。我が金

やなかけんが、11 万円ぐらいよかたい、しよんなかたいじゃ、つまらん話からこういう話が

建設常任委員会の中で、出よっわけであってね、その辺はっきりさせんといかんとやないと。

これから先、管理監督てんなんて言うたっちゃくさい。 

課長か部長か答えんな。 

内田又二建設課長 

今、係長が言いましたように、うちの指示した基準で作成されたものについて、うちが帰
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属を受けるという形になっておりますので、その後の管理については、うちの責任になって

くるかと思います。 

こういう箇所がまだ多々ある可能性はございますので、今後は、先ほど中川原議員の御指

摘があったように、今後注意していきたいと考えております。 

藤田昌隆委員長 

じゃあちょっと私から１点、質問していいですか。 

このグレーチングのこれだけ落ちるということは、日ごろカチャカチャ、カチャカチャ言

ってるんで、その辺のクレームはあったわけ、今まで。 

内田又二建設課長 

ここについては、特に改修の要望等はあっておりませんが、そういう意味でもうちょっと

情報提供の呼びかけをしていきたいと考えております。 

藤田昌隆委員長 

それとあと１点。 

今、内川議員が言いましたように、私は、要するに普通の民地とそれから営業、要するに

ここを通らないと営業はできないわけですよね。そういうことで、普通の民地、私有地と、

それからこういう商いに使ってるその入り口に関してはね、何か違うような気がするんです

けどね。 

いや、これは市が管理すると言っても、そこを通ってちゃんと商いしてるわけですから、

この 11 万 8,000 円、11 万幾らというのは何か、折半にしてもいいような気がしますけどね。 

だからもう１回この辺の、その、今、市が管理するということになってますけど、その辺

の検討の必要もありかなと、私は思うんですよね。ぜひ１回、その辺も御検討いただきたい

という要望でございます。 

ほかには、すいません。 

    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

ありませんか。 

はい。それでは以上で、この件に関する質疑を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  地域活性化策への対応について（都市整備課） 

  国道３号拡幅事業について（国道・交通対策課） 
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藤田昌隆委員長 

引き続き、地域活性化策への対応について及び国道３号拡幅事業について、執行部からの

説明を受けたいと思います。 

藤川博一都市整備課長 

それでは御説明いたします。 

基本的に、今回の議題の御説明は、昨年、鳥栖市が行いました国家戦略特区のことについ

て御説明をさせていただきたいと思っております。 

横長の資料１がございます。これの１ページ目なんですが、これが昨年８月、鳥栖市が国

家戦略特区提案の第２次募集に申請をいたしております。９月にヒアリングを受けまして、

さらに 12 月、２月、農林水産省のヒアリングを受けております。 

その後、２月９日に追加提案といったことで、農家の信用保証制度の拡充といった内容を

追加して申請をいたしております。再度、その件につきまして、ワーキンググループのヒア

リングを２月 27 日にお受けいたしまして、その後、３次の選定の委員会がされております。 

最終的に、３月 19 日に結果が出ておるんだと思いますが、ここで鳥栖市の場合、選定から

漏れております。 

で、次の２ページなんですが、この選定に漏れました分につきまして、今後、鳥栖市がど

のように対応していくかといったことでございますが、基本的には、資料の右端に赤い丸で

囲んでおりますが、３次指定があるという前提で、現在、精査しているところでございます。 

この裏づけといたしまして、資料２のほうをお願いしたいと思うんですけれども、これは

国のほうの国家戦略特区諮問会議の後に、石破大臣が記者会見された分の要旨でございます。 

まず１ページ目で、赤線を引っ張ってるとこなんですが、安倍総理が、第２弾の地方創生

特区の募集を速やかにやりたいと言ったということを石破大臣がおっしゃっております。 

そして、めくっていただきまして４ページ目なんですけれども、ではそのスケジュールと

いったことについての質問が、記者団のほうからされております。この中で、石破大臣は、

民間の有識者の諮問委員さんがいらっしゃるんですが、そちらのほうから４月、５月という

ところをめどにして、再度提案募集をやりなさいということを言われましたと、そういった

とこで、総理も２次募集を速やかにしたいということも言ってるので、急いで追加指定につ

いての準備をしたいというようなことを申されております。 

で、こういったところの裏づけとして、さらに参考１と参考２、つけておりますが、まず

参考１のほうが、民間の有識者委員さんからの提案です。２ページ目の一番上の丸ポツのと

ころで、基本方針において、少なくとも年２回行うと、全国の自治体、民間からの提案募集

を、今春、「４月から５月をめどに行うことにより、やる気のある、志の高い地方創生特区の
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候補区域からのより大胆な規制改革提案を一層積極的に受け付けていくべき」というような

ことがございます。 

と、参考２のほうは、国家戦略特別区域の諮問会、同じ会議なんですが、その議事要旨で

す。この 10 ページ目で、安倍総理が地方創生特区第２弾を実現したいというふうにおっしゃ

っております。 

こういった動向を踏まえまして、鳥栖としては、今のところまだ国のほうから、いついつ

募集しますよというようなお示しはあっておりませんけれども、いつあってもおかしくない

という考えで、今、いろいろ２次募集のときに宿題とかもいただいておりますので、その辺

を各担当部署で今整理をして、申請に備えているという状況でございます。 

以上、御説明といたします。 

藤田昌隆委員長 

はいどうも、ありがとうございました。 

ただ今、執行部の説明を受けました。それではこの後は委員会で協議を行いますので、暫

時休憩……（「３号線」と呼ぶ者あり） 

もう１点ありましたね。はいどうぞ。 

田原秀範国道・交通対策課長 

それでは国道３号拡幅事業についてということで御説明させてもらいます。 

前回の常任委員会のときには、まだ国道の予算が確定しておりませんでした。皆様にお配

りしている資料で、今回確定した額を御報告したいと思います。 

まず、佐賀県のとこですけど、黄色でマーカーでしておりますけど、上が国道３号鳥栖拡

幅事業ということで、事業費が９億 500 万円の示達となっております。その下ですけど、国

道３号の鳥栖久留米道路ですけど、これの佐賀県分が１億 8,400 万円となっております。 

それと３号にちょっと関係ないんですけど、参考ですけど、その下に、別表のほうですけ

ど、交通安全ということにつきまして、国道 34 号の桟敷の自歩道の整備で 600 万円が、今回

新規に示達されております。 

さらにすいません、参考ですけど、福岡県側ということで、鳥栖久留米道路の福岡県側っ

ていうことで８億 500 万円が今回示達されております。 

説明は以上です。 

藤田昌隆委員長 

はい。ありがとうございました。 

それでは執行部の皆さん御苦労さんでございました。 

藤川博一都市整備課長 
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県会議員さんに３部、今、資料を準備させていただいてますので、お配りしてよろしいで

しょうか。 

藤田昌隆委員長 

はい、どうぞ。 

今、執行部のほうから報告ありましたように、国道３号線拡幅９億 500 万円、それから国

家戦略特区指定のものは、もう１回選考に入るということで、そういうことでいいですよね。

はっきり決まってると。 

何かあります。 

藤川博一都市整備課長 

はい、今、委員長がおっしゃったとおり、国の３次申請はあるというふうに考えておりま

す。 

３次募集です。 

藤田昌隆委員長 

はい、そうですね。 

その３次募集が４月から５月ぐらいに、５月ぐらいにあるかもしれんということですかね。 

でいいですか。 

藤川博一都市整備課長 

はい、そのとおりです。 

藤田昌隆委員長 

はい、わかりました。 

江副康成委員 

３号線の拡幅の確定後に、もう陳情もやったことだし、お礼の件をちょっと確認したいと

いうことと、まずそれを確認しましょうか。 

それと合わせて、今の、それに合わせて陳情とか必要があるんであれば、その視察のとき

の過程の、そのあたりのところも、この場がいいのか、後がいいのか。 

藤田昌隆委員長 

後で、１回外してもらって、でいいかと思います。 

はい、ほんじゃどうも、はい執行部の皆さん、御苦労さん、はい。 

    〔執行部退席〕 

（発言する者あり）いやいやいや、いやいや。（「いっちょんわからん」と呼ぶ者あり）（「今、

休憩中ですかね」と呼ぶ者あり） 

はい。暫時休憩です。 
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  午後４時 25 分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後４時 26 分開議 

 

藤田昌隆委員長 

それでは、今回、今から議員間での協議を行います。 

今、国道３号の拡幅で９億 500 万円ということで、内定があったときに、あれ何日やった

ですかね。先に。（発言する者あり）どうぞほんじゃ。３月に先に、お礼には行きました。 

それで問題は、９億 500 万円ということが決定しましたので、再度、きちんと正式にお礼

に行ったほうがいいんじゃないかという声もありますんで、その辺をちょっとお諮りしたい

というふうに思っておりますが。 

人事異動のあれで、田原課長はそうないというふうに言ってましたが、江副議員あると。

その佐国の。（発言する者あり）じゃあ、ちょっと。マイクを入れてお願いします。 

齊藤正治委員 

正式決定後、４月に入ってからは一応佐国は行ってきてます。 

で、新年度の、来年度の予算に向けて、また頑張るというようなことでよかろうと思いま

すけども、それはもう……。 

藤田昌隆委員長 

来年度はいいんですが、今、お話ししてるのは、もう１回、きちんと確定しましたので、

お礼に行くかどうかの御審議をお願いしたいと思ってるんですが。もし行くならこの委員会

のメンバー全員、もしくは前回どおり執行部と議長、委員長、副委員長でいいものか。その

辺をちょっとお聞きしたいんですが。（「今の議長の話は、おいが４月に入って行ったけんが

よかろうっちゅう話やろもん」と呼ぶ者あり）（「そうです」と呼ぶ者あり） 

議長はですね。議長は。（「そいけん、あいじゃんな、もう、県会議員も一緒ばってんさい、

何か、皆が３号線の問題、去年一所懸命ね、全員野球でやったわけばってんさい、一方じゃ

県会議員は 34 号線ば要請に行ったとかいうふうな話が新聞に載ったりするとさい、もうちょ

っと皆、一所懸命さい、全員野球でやるならとやると、ことしは、今度はこいば集中すると

かいうふうなことばやらんとね、絶対、前に進まんよ。だから議長は議長で、こげんしてす

すんで率先して行ったかもしれんばってん、これはもうこぎゃんして、行くけんが、行った
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っけんがっていうふうなことでさい、積み重ねていかんとね、全員野球でやらんと絶対でき

ん」と呼ぶ者あり） 

はい、今、内川議員が言われたように、この建設経済委員会は、全員一丸となってお願い

すると、行くというのはもう決定、何遍も言ってますようにしてます。 

それで、とりあえず一つ一つ、ほんじゃ確定したんで、まずお礼に行くのか、きちんと行

くのか、その辺を決めていただきたいと。まずですね。 

江副康成委員 

すいません、これ私のほうが切り出してしまったのかしれませんけども、３月の委員会で

確定じゃないですけども、そういう打診が出たということで、とりあえず行っときなさいと、

委員長、副委員長と部課長で。 

そして確定後は、またしかるべきに、対応するという、委員会の一応合意があったもんで

すから、この時期に確定した段階で、再度、お諮りしているという状況でございますので、

すいませんけど、皆様の御意向に沿って、委員会のほうは動いていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

藤田昌隆委員長 

今、齊藤議長のほうが時期をみてということを言われましたが、佐国の所長さんがかわっ

てるならね、私はすぐ、また逆に、かわってないならあれですけど、時間かけてあれでしょ

うけど。（「まだかわっちゃない、まだ佐国はかわってないです。福国はかわられましたけど

ね」と呼ぶ者あり） 

江副康成委員 

この資料は５月１日現在っていうことだから、５月１日以降の人事異動の予定かもしませ

んけどですね。案ても書いてあるからですね。はい。 

藤田昌隆委員長 

そしたら……（「かわろうとかわるまいと、ちょこちょこ行ってよかと思いますよ」と呼ぶ

者あり） 

いやいや、いやいや、それはちょこちょこはですね、ちゃんときちんと委員会として行く

なら、それはきちんとせんと、ちょこちょこじゃだめです。 

そういうことで、ほいじゃ５月１日以降に、きちんと人事が出るということでしたら、前

回どおり、議長、委員長、副委員長、皆さんも、本当はぜひ１回お願いしたいんですが。 

内川議員。どうですか。いやいやいや、いや、いい提案をしてもらったのは、内川議員が、

前回、はよお礼行って固めろということでしたんで、私は、行ってよかったと思ってるんで

すよね。そういうことで。 
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西依義規委員 

齊藤委員がおっしゃった、お礼プラス来年のも含めての、全然行くべきだと思いますんで、

はい。それは平成 28 年度に向けての第一歩では大事な動きだと思いますんで、私もぜひ行き

たいと思います。 

藤田昌隆委員長 

そしたら全員で行くという形でいいですかね。 

しかも、５月１日付で恐らく辞令が出るでしょうから。来られてるのか。 

ほいじゃ、５月にお礼に行くと、委員会全員で、よろしいですか。 

    〔発言する者なし〕 

よろしいですか。日程の調整はもうできたら早く決めたいんですが。（「11 日以降がよか」

と呼ぶ者あり） 

５月の 11 日以降。（「６日まで休みやろが。６日まで休みやろ。だから月曜日以降、11 日

以降。そん次の週は視察やろ」と呼ぶ者あり） 

江副康成委員 

執行部のほうのスケジュール調整のほうもあるからですね。 

藤田昌隆委員長 

いやいやだから調整もありますから、何日かこっちで決めて、それを投げりゃいいじゃな

いですか。 

20 日の日にありますんで、午前中とかだめですかね、19 日、20 日、山口県の、山口県じ

ゃなかった、山口県知事。だめ。（「視察中」と呼ぶ者あり）（「こい視察やろん。18 日、19

日視察やろが、建設経済委員会の」と呼ぶ者あり）（「違う、自民です」と呼ぶ者あり）（「そ

いけん、11 日か 22 日ならよかですね」と呼ぶ者あり）（「会派の視察です」と呼ぶ者あり）（「会

派やろん」と呼ぶ者あり）（「会派」と呼ぶ者あり）（「おらんもん」と呼ぶ者あり） 

おらんごとなっけん、何日ですか。（「21 日、22 日はよかでしょ」と呼ぶ者あり）（「そいけ

ん、11 日の週でんさい、行けるもんだけ行ったら」と呼ぶ者あり）（「11 日の週は 11 日、12

日なら大丈夫です。13 日から議運の視察が入ってます」と呼ぶ者あり） 

13 日、14 日が議運の視察。（「13 日、14 日じゃなかった」と呼ぶ者あり） 

視察はどこ。13 日、14 日がどこ。（「13 日、14 日、15 日」と呼ぶ者あり）13 日、14 日、

15 日が何。（「議運」と呼ぶ者あり）議運。 

はい。それから 18 日、19 日が。（「18 日、19 日、20 日が自民クラブ」と呼ぶ者あり） 

自民クラブ。 

じゃあ 22 日はいかがでしょうか。（「大丈夫です」と呼ぶ者あり）よか。（「俺はだめ」と呼
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ぶ者あり）ほいじゃ、第１で５月の 22 日。これでちょっと執行部としときます。 

行き先は、九州地方整備局、佐国、からあと、県庁ですよね。 

じゃあ江副議員、22 日にしとってください。 

それとあと１点、先ほど報告ありましたように、特区指定の選考が始まるということで、

視察アンド陳情という形で、これは早急に行いたいと思いますがいかがでしょうか。（「よか

ですよ」と呼ぶ者あり）２泊３日になるかと思います。１日は陳情、国会に、国会、内閣府、

あと国会議員の先生方でよろしいですかね。（「いついつ」と呼ぶ者あり） 

その日程を今からちょっと御相談申し上げたいんですが、５月の 25 日の週はいかがでしょ

うか。（発言する者多数あり）無理。（「26 日だめ」と呼ぶ者あり） 

もう６月しかないじゃん。（「いや７月ですよ。議会がある」と呼ぶ者あり）議会か。（「議

会忘れんように」と呼ぶ者あり）議会忘れんように。（「そん陳情だけ１泊２日で行ったら」

と呼ぶ者あり） 

これ陳情だけで、政務調査費っていうのは、どんなふうになったんですかね。今度、オー

ケー、オーケー。そしたら陳情だけ１泊２日で行きますか。（「委員会、委員会費やろ、委員

会費ば使うとやろ」と呼ぶ者あり）（「いや、使わんじゃん。委員会は、委員会の視察は７月

って言うたろもん、決めたろもん」と呼ぶ者あり）（「何か決めたですね、別にしようっちゅ

うことですよね」と呼ぶ者あり）（「それぞれの政務調査費で」と呼ぶ者あり） 

じゃあ会派の政務調査費で。（「建設経済委員会は７月の７日、８日、９日って書いとっよ」

と呼ぶ者あり）（「７日、８日、９日したろうが」と呼ぶ者あり）（「７日、８日、９日、しと

る」と呼ぶ者あり）（「そいけん、陳情はそれぞれの会派から金出して陳情に行こいっち」と

呼ぶ者あり）（「７月でもようなかですか。陳情と視察を兼ねて」と呼ぶ者あり） 

そっちのほうがいい。（「ただ、このスケジュールから見ると、募集かけて、ヒアリング、

ヒアリングあったりするなら、やっぱり３、４カ月以上、かかっとっじゃないですか、決定

まで。そいけん、とりあえず、きちんと第３次募集が受け付けてもろて、で、１回目のヒア

リングがあるかないか、そのあとでも、大丈夫じゃないのかなっちゅう気がすっとばってん、

そいけんそいが７月大丈夫かどうかわからんばってんが、７月に一応建設経済の視察ば入れ

とくならば、そんときに合わせてもようはなかですか」と呼ぶ者あり） 

その辺はいかがですかね。（「遅かですか」と呼ぶ者あり） 

７月でよければ、その、皆さんがよければあれですし。（「その判断が今、２次に審査の中

から選ぶんであれば、もうスポンと出るでしょ」と呼ぶ者あり） 

先手必勝という言葉もありますし。（「もう１回か選び直せば、その何カ月かかるかですね」

と呼ぶ者あり）（「まだ募集も入っとらんときやけんが、決まっとらんけん」と呼ぶ者あり） 
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そいで、できたら県議の先生たちも一緒に。（「そぎゃんなってくっと、また日程が合わん。

それはいよいよ１泊２日で行かんと」と呼ぶ者あり）（「うちはもう６月の十何日から７月 10

日過ぎまで」と呼ぶ者あり）（「県議会はいつから」と呼ぶ者あり）（「６月の」と呼ぶ者あり）

（「10 日ぐらいから」と呼ぶ者あり） 

６月の 10 日から７月の 10 日まであると。（「はい」と呼ぶ者あり）じゃあ７日、８日、９

日中。（「10 日までなかろう」と呼ぶ者あり）（「県議さん３人で行ってもらったってよかっち

ゃろ」と発言する者あり）どなたか有望な先生をお会いできるような段取りをしてもらうよ

うな先生。（「大体もともと、第１次すっときに、県議会の先生たちゃ言うとっとね、市長は」

と呼ぶ者あり）（「未だに、きょう初めてもらった、きょう初めてもらう」と呼ぶ者あり）（「そ

うやろ。だからとにかく戦略特区出したときに、去年、そんときにやっぱり、県議のせっか

くうち３人おってあるし、それからやっぱ国会の先生のとこにつながんといかんとじゃん。

何もその話あっとらんとでしょ」と呼ぶ者あり） 

すいません、ちょっと１回、休憩にします。 

 

  午後４時 40 分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

    〔休憩のまま委員会を開くに至らず〕 
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